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第９回堤根処理センター整備事業に関する住民懇談会 会議録 
 
【開催概要】 

開催日時：令和６年９月１８日（水）10:00～11:00 

開催場所：本庁舎 復元棟２０１会議室  

 

【出 席 者】 

〔委 員〕 市民委員（４名）、横田委員、髙田委員 

〔事務局〕 環境局施設部施設建設課 

志田課長、北村担当係長、神谷担当係長、 

笠原担当係長、佐々木担当係長、金子担当、 

久保田担当、田村担当、水野担当、土井担当、石川担当 

〔傍聴者〕 なし 

〔同席者〕 環境局生活環境部減量推進課 

安藤担当 
【報 告】 

１ 堤根処理センター整備事業について 

２ 堤根余熱利用市民施設整備事業について 
３ その他 

 
【議事内容】 

１ 堤根処理センター整備事業について 
(1) 事務局から資料説明 
(2) 質疑応答  

横 田 委 員：災害で発生した瓦礫、粗大ごみ等の仮置き場を普段から検討する必

要がある。また、鉄道・トラックといった輸送手段を使用して、災害

ごみの受け入れ等の準備を検討してください。 
事 務 局：災害ごみの対策については、堤根処理センターだけではなく他の処理

センターを含めて準備していきたい。災害ごみの仮置き場や輸送手段

についても他部署と協力して対策していきたい。 
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２ 堤根余熱利用市民施設整備事業について 
(1) 事務局から説明 
(2) 質疑応答 
市 民 委 員：堤根余熱の工事時に、横浜市側からプール前面道路（一方通行の道

路）に工事車両が通行することとなりますか？   
事 務 局：堤根処理センターの敷地を通って、なるべく工事車両が前面道路を使

用しないようにします。横浜市側から工事車両が通行する場合は、警察

等関連部署と協議していきます。 
市 民 委 員：堤根余熱の開館は令和１１年ですか？令和７年ではないですか。  
事 務 局：資料のとおり、堤根余熱の開館は令和１１年となっております。 

 
３ その他 

(1) 事務局から説明 
(2) 質疑応答 

横 田 委 員：異常気象が続いていますので、災害時でも滞りなくごみ処理できる

ように対策をお願いします。 
事 務 局：承知しました。ありがとうございます。 

 以上  


